
任期付短時間勤務職員任期付短時間勤務職員
（令和4年4月1日採用）募集（令和4年4月1日採用）募集

職　種 徴税吏員
業務内容 市税・国保税の徴収、納税相談、財産調査事務、滞納処分など
募集人数 3人

応募条件
「財産調査、財産差押、納税相談・交渉など」または「債権等処
理関連業務」の経験者で、パソコン操作（ワード・エクセル）
ができる方（税滞納者は応募不可）

任　期 4月 1日～令和 7年 3月31日（ 2年以内で延長の場合あり）
勤務形態 月曜～金曜日のうち週 4日午前 8時30分～午後 5時15分
○選考方法　面接
○�受験案内・申込書の配布　市役所 4階職員課・ 1階市民情報コーナー、
イオンモール座間情報コーナー（市ホームページからダウンロード可）。
○�申込方法　 1 月28日（金）午後 5時15分までに申込書を〒252－8566座間
市役所職員課宛てに郵送（必着）�または本人が直接担当へ
担当� 職員課　☎046（252）7911　FAX046（255）3550

第27回花のミニ展覧会第27回花のミニ展覧会
　市温室花

か き

卉組合員の園芸農家 6軒が丹精込めて育てた鉢物や苗物、切り
花など20種類、約80点の花を集め展示する「第27回花のミニ展覧会」を開
催します。
○�と　き　 1 月31日（月）～ 2月 4日（金）
午前 8時30分～午後 5時15分（初日は午前
10時から、最終日は午後 3時まで）
○ところ　市役所 1階エレベーター前
○�内　容　洋ラン、プリムラ、パンジー、ス
イートピー、ユリ、ガーベラなどの展示
○入　場　自由
担当� 農政課　☎046（252）7601　FAX046（255）3550

昨年の同展覧会の様子

自治会への加入などは、自治会総連合会事務局☎FAX046（252）8751へお問
い合わせください。
担当� 市民協働課　☎046（252）7966　FAX046（255）3550

地域でただいま活躍中！安全・安心な地域づくり !地域でただいま活躍中！安全・安心な地域づくり !
連 載 自治会トピックス自治会トピックス
青パト車利用でパトロールを強化 （相模が丘3丁目自治会）
コロナ禍で役員会の開催にも気を使
い、会員同士の交流もままならない中、自
治会ののぼり旗をたずさえた安全安心パ
トロールは続けています。青色回転灯付
パトロール車は注目度が高いのですが、
3丁目自治会だけでは利用に消極的でし
た。しかし、この青パト車によるパトロールを地区自連事業としてス
タートし、下期から市の所有車を使い各自治会が輪番で毎月実施する
ことになり、相模が丘全域のパトロール強化に繋がっています。
� 相模が丘 3丁目自治会　会長　髙橋　邦雄

のぼり旗でのパトロール 燃やすごみの量（12月の実績）

令和 排出量 前年同月比
3 年 1,713.10トン －5.60

パーセント2年 1,814.69トン

家庭から排出された燃やすごみの量で
す。 1人につき 1日おにぎり 1個分の
減量を目指しましょう。
年間 2千トン削減目標ま
で、あと623トンです。

担当� 資源対策課　☎046（252）7985　FAX046（252）7616

　市では、令和 3年12月から子育て世帯への臨時特別給付金の支給を開始
しました。なお、当初クーポンで支給を予定していた先行給付金以外の 5
万円は、先行分と合わせて現金で支給します。
○給付対象児童　平成15年 4 月 2 日から令和 4年 3月31日生まれの児童
※婚姻している方、令和 3年10月 1 日以降に海外から転入した児童を除く。
○支給額　児童 1人当たり一律10万円
○支給対象者　
　①�市から令和 3年 9月分の児童手当（特例給付を除く）を受給している方
　②①以外で令和 3年中に出生に伴う児童手当の申請をした方
　③�①②以外（次に示す方など）で、対象児童を養育する方（父母などで
所得の高い方）のうち、令和 2年中の所得が児童手当制度の所得制限
限度額未満の方

　　•令和 4年 1月 1日以降に出生に伴う児童手当の申請をした方
　　•�公務員で、勤務先から児童手当（特例給付を除く）を受給している方
　　•給付対象児童が高校生相当のみの方
　　•�児童手当受給者と別居しているなど、市が把握していない児童を養

育している方
○申請方法　
　①�②申請不要（市が把握している高校生までの児童の分は、令和 3年12
月に支給済み）

　③�令和 3年 9月30日時点（10月 1 日以降生まれの児童は出生時）で座間
市に住民登録がある方は、市から郵送する申請書（市ホームページか
らダウンロード可）に必要事項を明記の上、 2月28日（月）まで（新
生児を除く）に〒252－8566座間市役所子ども育成課宛てに郵送または
直接担当へ

　　�令和 3年 9月30日時点（10月 1 日以降生まれの児童は出生時）で市外
に住民登録がある方は、当該市区町村に確認してください。

○�問い合わせ先　子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター 0120
（400）840（月曜～金曜日午前 8時30分～午後 5時15分）
※�低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の申請は、
2月28日（月）までです。

担当� 子ども育成課　☎046（252）7201　FAX046（255）5080

座間郷土写真展座間郷土写真展
　市教育委員会では、市民の郷土愛を育むことを目的に、写真愛好家　吉
田もとひろさんによる新田宿、県立座間谷戸山公園の写真を展示する写真
展を開催します。
○�と　き　 1 月26日（水）～ 2月 1日（火）午前 9時30分～午後 5時（初
日は午後 1時から、最終日は午後 4時まで）
○ところ　ハーモニーホール座間常設展示室
○入　場　自由
担当� 生涯学習課　☎046（252）8476　FAX046（252）4311

担当� 市政戦略課　☎046（252）8321　FAX046（255）5090

市民リポーター「私が見つけた座間市の魅力」

池田　正義
令和 3年12月 1日撮影
県立座間谷戸山公園

毛利　はなみ
令和 3年12月10日撮影

さがみ野

伝説の丘を歩く 朝焼け

子育て世帯への臨時特別給付金子育て世帯への臨時特別給付金

座間市役所　〒252-8566　神奈川県座間市緑ケ丘一丁目１番１号（郵便物は、郵便番号と「座間市役所＋課名」を記入することで届きます）　
☎046（255）1111（代）　 FAX046（255）3550　URL  https://www.city.zama.kanagawa.jp/   座間市ホームページ 検索
◆開庁時間　月曜〜金曜日（祝・休日と年末年始を除く）午前8時30分〜午後5時15分（第2・第4土曜日の午前中は一部業務を実施）
★ 市民文化会館はハーモニーホール座間、市民体育館はスカイアリーナ座間、市民交流プラザはプラっとざま、総合福祉センターはサニープレイス座間、

ふれあい会館はコミュニティプラザと表記します。お問い合わせは、特に記載がなければ、開庁時間内にお願いします。
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